
要回覧 み自発第２２－５２号

み春野自治会員各位 令和５年１月２２日

み春野自治会

日頃から自治会活動に、ご参加・ご協力を賜りまして有り難うございます。

落とし物や忘れ物を拾ったというご連絡やお届けを集会所にいただくことが散見されますが、平成19年に改定された

「遺失物法」に基づいた取り扱いについて周知させていただきますので、よろしくお願いします。

https://www.police.pref.chiba.jp/kaikeika/window_lost-05_04.html

　集会所内での拾得物について、事務室にお届けいただいた場合で落とし主（遺失者）が速やかに分からない

　場合は、７日以内に警察（移動交番含む）に届出させていただきます。

拾得物ルールの周知について

自治会集会所内での拾得物の取り扱い

https://www.police.pref.chiba.jp/kaikeika/window_lost-05_04.html

